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『
朱
子

類
』
外
任
篇

語

日
』
手
口
円

ん
官
仁
一
位
i
mノ

績

帥
秋
補
牒
請
黄
樵
牧
仲
考
校
。
其
詞
目
。
文
皐
徳
行
。
魚
衆
所
推
。

今
宜
櫨
請
。
同
行
考
校
。
復
致
書
目
。
群
庫
秋
補
。
諸
生
欲
請
賢
者

臨
之
。
非
惟
仰
籍
葉
鑑
之
公
。
亦
欲
使
後
生
少
知
傘
賢
尚
徳
之
意
。

道
夫

校
注
:
此
傑
刊
本
闘
。

秋
の
補
試
す
な
わ
ち
解
試
に
、
資
樵
、
あ
ざ
な
は
牧
仲
を
公
牒
で

審
査
員
に
要
請
さ
れ
た
。
そ
の
牒
文
に
い
う
、
「
文
皐
・
徳
行
、
い

ず
れ
も
も
ろ
び
と
の
推
稿
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
た
び
共
に
審

査
に
あ
た
る
よ
う
公
式
に
要
請
す
る
べ
き
人
と
考
え
る
。
」
さ
ら
に
、

書
面
を
迭
ら
れ
て
い
う
、
「
州
皐
に
お
け
る
秋
期
補
試
に
際
し
、
事

生
た
ち
は
貴
下
の
就
任
を
要
望
し
て
お
り
ま
す
。
貴
下
の
公
正
な
る 課

注

--、一一一、ー〆

田

中

謙

人
物
鑑
識
を
た
の
み
と
い
た
し
ま
す
こ
と
も
さ
り
な
が
ら
、
若
き
人

び
と
に
賢
徳
の
人
を
傘
重
す
る
主
旨
を
知
ら
し
め
た
い
と
存
じ
ま

す
よ
楊
道
夫
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〔
秋
補
〕
科
拳
の
中
央
試
験
(
省
試
)
が
賓
施
さ
れ
る
直
前
の

秋
(
入
月
五
日
)
に
州
皐
で
行
な
う
補
試
、
す
な
わ
ち
解
試
(
地

方
試
〉
を
さ
す
。
解
試
は
ま
た
秋
試
・
秋
奉
・
秋
賦
・
秋
貢
と

も
い
う
(
荒
木
敏
一
『
宋
代
科
由
挙
制
度
研
究
』
一
七
ペ
ー
ジ
参

照
)
。
朱
子
が
知
津
州
に
在
任
し
た
淳
照
元
年
(
一
一
九

O
〉
の

冬
よ
り
翌
春
に
か
け
て
中
央
試
験
が
寅
施
さ
れ
て
い
る
。

〔
賀
樵
・
牧
仲
〕
責
樵
は
倒
僚
に
見
え
る
。
牧
仲
は
そ
の
あ
ぎ

な
で
あ
ろ
う
が
、
『
宋
元
拳
案
』
巻
四
十
九
に
撮
れ
ば
、
「
黄
樵

仲
、
あ
ざ
な
は
道
夫
L

と
あ
り
、
名
と
と
も
に
相
違
す
る
ん。



〔
考
校
〕
、試
般
を
審
査
す
る
。

〔
牒
請
〕
牒
文
形
式
で
要
請
す
る
。

〔
文
象
・
徳
行
〕

「
言
H
翠一山

I

」

「
政
事
」
と
あ
わ
せ
て
、
い
わ
ゆ

る
，
孔
門
の
四
科
。
(
『
論
語
』
先
進
篇
)
と
し
て
、
人
物
評
債

の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
さ
れ
る
。
か
の
『
世
話
新
語
』
の
篇
目

も
冒
頭
を
徳
行
・
言
語
a

政
事
・
文
皐
で
占
め
る
こ
と
は
、
周

知
の
と
お
り
で
あ
る
。

〔
藻
鑑
〕
す
ぐ
れ
た
人
物
鑑
識
力
。
宋
・
孫
逢
吉
『
職
官
分
紀
』

っ
買
錬
奔
薩
部
侍
郎
。

ー凡
典
躍
闇
。
三
歳
所

選
土
七
十
二
人
。
多
至
公
卿
。
人
服
其
藻
鑑
。
」

巻
一

O
に
い
う
、

倒
鄭
提
補
之
間
最
盗
t

目
。
只
是
巌
保
伍
之
法
。
鄭
云
。
保
伍
之
中
。

其
弊
自
難
関
防
。
如
保
頭
等
。
易
得
挟
勢
帰
擾
。
目
。
嘗
令
逐
慮
郷

村
拳
衆
所
推
服
底
λ
震
保
頭
。
一
又
不
然
則
行
某
津
州
数
軍
之
法
。
以

敢
盗
心
。
這
是
己
試
之
始
以
。
因
輿
読
某
在
津
州
初
到
時
。
数
習
諸
寧
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弓
射
等
事
。
皆
無
一
人
能
之
。
後
分
許
多
軍
作
三
番
。
毎
月
輪
番
入

教
場
挽
ニ
弓
。
及
等
者
有
賞
。
其
不
及
者
留
在
。
只
管
挽
射
。
及
等
則

止
。
移
不
及
則
罷
之
。
雨
月
之
問
。
翁
然
都
禽
射
。
及
上
等
者
亦
多
。

後
多
留
刺
以
填
闘
額
。
共
有
老
弱
不
能
者
。
並
退
罷
之
。
他
若
舎
射

了
。
有
盗
賊
。
他
是
不
伯
他
。
劉
叔
遁
一問
。
韓
・
落
嘗
初
敬
兵
甚
普
。

先
生
因
云
。
公
道
韓
公
兵
法
如
何
。
叉
云
。
刺
快
西
義
勇
事
何
如
。

這
個
人
怠
地
不
暁
事
。
健
智
高
反
。
亦
是
軽
可
底
事
。
何
故
態
地
費

力
。
劉
云
。
閲
慶
中
都
無
城
郭
。
某
慮
種
労
木
震
域
。
校
節
生
刺
。

万
火
不
能
破
。
賀
孫

校注
:

1
逐
誤
作
道
。

2
陳
誤
作
陵
。

政
、
疑
非
。

4
破
誤
作
被
6

皆
従
刊
本
改
。

3
如
刊
本
作

あ
ざ
な
は
補
一
之
が
盗
賊
鍋
墨
策
を
た
ず
ね
た
。

(
先
生
が
〉
い
わ
れ
た
、
「
保
伍
の
制
度
を
巌
重
に
や
る
よ
り
ほ
か

鄭
握
、
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な
い
。
」

鄭
「
保
伍
一に
あ
っ
て
、
そ
れ
自
身
の
弊
害
を
防
ぎ
か
ね
て
い
る
の

で
す
。
た
と
え
ば
保
頭
ら
は
、
わ
け
な
く
勢
力
を
か
さ
に
む
ち
ゃ
を

や
る
ん
で
オ
か
ら
ね
。
」

(
先
生
〉
「
そ
れ
ぞ
れ
の
郷
村
で
、
み
な
が
心
服
し
て
い
る
も
の
を

保
頭
に
推
薦
す
る
よ
う
さ
せ
る
べ
き
だ
。
ま
た
、
そ
れ
を
や
ら
ん
もの

な
ら
、
わ
た
し
が
津
州
で
や
っ
、た
軍
事
教
練
法
を
寅
施
し
て
、
盗
み

ご
こ
ろ
を
絶
つ
の
だ
ね
。
こ
れ
は
寅
際
に
や
っ
て
数
果
、
が
あ
っ
た
方

法
だ
。
」
そ
こ
で
話
し
て
く
だ
す
っ
た
1
|
}
「
わ
た
し
は
津
州
で
着

任
早
々
、
兵
陵
た
ち
に
弓
術
な
ど
を
教
習
さ
せ
た
が
、
誰
ひ
と
り
や
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れ
る
も
ん
が
な
い
。
そ
こ
で
お
お
ぜ
レ
の
兵
隊
を
三
交
替
班
に
分
か

ち
、
毎
月
輪
番
で
数
練
場
に
入
っ
て
弓
術
を
や
ら
せ
た
。
合
格
し
た

も
の
に
は
賞
を
出
し
、
合
格
せ
ぬ
も
の
は
残
し
て
、
合
格
す
る
ま
で

ど
し
ど
し
弓
を
ひ
か
せ
、
ど
う
し
て
も
合
格
せ
ん
も
の
は
罷
菟
す
る

の
だ
。
二
カ
月
の
聞
に
み
な
が
そ
ろ
っ
て
射
撃
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
、
上
級
に
合
格
す
る
も
の
も
た
く
さ
ん
出
た
。
そ
こ
で
か
れ
ら
の

ほ
と
ん
ど
に
(
上
級
合
格
の
〉
入
れ
墨
を
し
て
、
(
正
規
軍
の
)
歓
員
補

充
に
嘗
て
た
。
年
よ
り
と
か
卑
弱
い
も
の
で
弓
が
だ
め
な
の
は
、
み

な
退
職
さ
せ
た
。
こ
の
連
中
に
弓
が
や
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
盗
賊

が
出
た
時
も
こ
わ
が
っ
た
り
は
せ
ん
。
」

劉
叔
通
(
未
詳
〉
が
た
ず
ね
た
、
「
韓
ハ
埼
〉
・
沼
(
仲
沌
〉
の
お
ふ

た
り
は
、
む
か
し
軍
の
数
練
を
さ
れ
て
、

と
て
も
上
手
だ
っ
た
そ
う

で
す
が
。
」

す
る
と
先
生
が
い
わ
れ
た
、

「
き
み
は
韓
公
の
兵
法
が
ど
う
だ
つ

た
と
思
う
か
ね
。
」

「
快
西
義
勇
軍
に
入
れ
墨
を
さ
れ
た
件
は
ど
う

だ
い
。
あ
の
人
は
お
そ
ろ
し
く
わ
か
ら
ず
や
だ
よ
。
俊
智
高
の
叛
飢

だ
っ
て
、
大
し
た
事
じ
ゃ
な
い
の
に
、
な
ぜ
あ
ん
な
に
手
を
焼
か
れ

た
ん
だ
ろ
う
。
」

ま
た
い
わ
れ
た
、

劉
「
な
ん
で
も
庚
中
じ
ゃ
、
城
郭
が
ぜ
ん
ぜ
ん
な
く
、
ど
こ
か
じ

さ
か

や
逆
も
木
を
埋
め
こ
ん
で
城
壁
に
し
、

枝
や
節
か
ら
刺
が
出
て
い

て
、
攻
め
道
具
で
も
破
れ
な
か
っ
た
そ
う
で
す
よ
葉
賀
孫

〔
鄭
混
・
補
之
〕
一
踊
州
聞
鯨
の
人
、
あ
ざ
な
は
博
之
に
も
作
る
。

乾
道
年
間
(
一
二
ハ
五
|
七
三
)
の
進
士
で
、
光
宗
朝
の
秘
書

郎
、
慶
元
初
年
(
一
『
一
九
五
)
に
樺
直
皐
士
院
。
か
の
慶
元
偶

皐
の
筆
頭
と
さ
れ
た
宰
相
趨
汝
愚
の
罷
菟
の
制
文
を
起
草
さ
せ

ら
れ
た
時
、
讃
美
の
こ
と
ば
を
書
い
た
か
ど
で
、
韓
慌
由
同
の
怒
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り
を
買
い
、

か
れ
も
慶
元
黛
籍
の
第
七
人
に
列
せ
ら
れ
た
(『
宋

元
率
案
』
巷
九
十
七
お
よ
び
『
語
類
』
巻
二
三
一
・
第
八
十
六

燦)。〔
保
伍
之
法
〕
保
甲
制
度
を
い
う
。

〔
保
頭
〕
保
長
に
同
℃
。

〔
開
防
〕

(
犯
罪
を
〉
防
止
す
る
。
吏
膿
語
。

〔
教
場
〕
教
練
場
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
。

〔
留
刺
〕
別
枠
と
し
て
残
し
、
手
の
甲
に
い
れ
墨
す
る
。

〔
閥
額
〕
候
員
補
充
要
員
。

〔
他
是
一
不
伯
他
〕
話
し
こ
と
ば
で
は
、

』シ
チ
ュ
ウ
ェ

i
シ
ヨ
ン



が
相
互
に
諒
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
上
下
に
用
い
る
人
稽
代
名

調
の
指
す
も
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
一

句
に
お
け
る
「
他
」
が
正
に
そ
の
例
で
あ
る
。

〔
劉
叔
遁
〕
名
は
未
詳
。
『
朱
文
公
文
集
』
巻
九
に
は
、
か
れ

の
詩
に
次
韻
し
た
作
品
を
は
じ
め
、
ふ
た
り
の
交
渉
を
示
す
詩

敷
篇
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
首
に
慶
元
元
年
(
一
一
九
五
)

八
月
晦
日
の
も
の
が
あ
る
。

〔
韓
・
詑
〕
韓
埼
(
貌
園
公
)
と
沼
仲
海
(
文
正
公
〉
を
さ
す
。

〔
刺
快
西
義
勇
事
〕
義
勇
は
い
わ
ば
民
兵
。
正
規
軍
で
あ
る
禁

軍
・
廟
軍
の
ほ
か
に
、
河
北
・
河
東
・
快
西
地
区
に
の
み
設
け

ら
れ
た
。
遼
・
西
夏
に
劃
す
る
緊
急
車
置
で
あ
り
、
義
勇
と
い

っ
て
も
自
瑳
的
に
鹿
募
し
た
も
の
で
な
く
、
強
制
徴
護
に
よ
り
、

し
た
が
っ
て
手
背
(
手
の
甲
)
に
入
れ
墨
さ
れ
た
。
『
宋
史
』

巻
一
九

0
・
兵
志
に
い
う
、
「
河
北
・
河
東
・
朕
西
義
勇
。
慶

暦
二
年
(
一

O
四
一
一
)
選
河
北
河
東
強
社
。
並
抄
民
丁
。
浬

手
背
負
之
。
」
ま
た
、
『
費
治
遁
鑑
長
編
』
巻
一
三
五
の
司
馬
光

の
ち
に
は
顔
に
入
れ
墨
し
て
、
正
軍
に
あ
て

の
言
に
よ
れ
ば
、
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た
と
い
う
。
韓
璃
は
西
夏
の
叛
観
に
際
し
て
、
映
西
四
路
経
略

安
撫
招
討
使
を
命
ぜ
ら
れ
、
連
州
に
駐
し
て
肪
戦
の
指
揮
に
嘗

た
っ
た
が
、
入
れ
墨
一
の
件
が
か
れ
の
設
案
に
な
る
の
か
、
あ
る

い
は
険
西
義
勇
に
は
特
に
苛
酷
な
慮
置
が
施
さ
れ
た
の
か
、
よ

く
わ
か
ら
な
い
。
な
お
、
義
勇
に
入
れ
墨
を
施
し
た
こ
と
に
つ

い
て
は
、
曾
我
部
静
雄
「
宋
代
軍
隊
の
入
墨
に
つ
い
て
」
(
「
東

洋
皐
報
」
二
四
|
一
ニ
〉
に
詳
し
い
。

〔
健
智
高
〕
安
南
〈
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
)
の
酋
長
で
、

中
ご
ろ
中
閣
に
侵
略
し
て
、
慶
西
・
贋
東
南
省
(
嘗
時
の
贋
南

路
〉
を
荒
ら
し
、
宋
朝
を
て
こ
ず
ら
せ
た
。

〔
軽
可
〕
ほ
ん
の
さ
さ
い
な
、
ち
ょ
っ
と
し
た
。
宋
元
聞
の
俗

一
一
世
紀
の
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語
。
類
似
の
語
に
小
可
・
徴
可
が
あ
る
。
「
非
同
軽
〈
小
〉
可
」

は
e
こ
り
ゃ
容
易
な
ら
ぬ
こ
と
a

の
成
句
と
し
て
、

つ
い
先
ご

ろ
ま
で
稀
に
使
用
さ
れ
た
。

〔
慶
中
〕
贋
東

一贋
西
地
匡
を
い
う
。

定
力
木
〕
労
は
音
ロ

ク
Q
C
、
竹
の
根
を
い
う
。
労
木
は
お
そ

ら
く
逆
も
木
で
あ
ろ
う
。

脚
本
朝
立
法
。
以
知
州
潟
不
足
侍
。
叉
置
通
判
。
分
掌
財
賦
之
属
。

然
而
知
州
所
用
之
財
。
下
面
更
有
許
多
幕
職
官
遁
管
。
尚
一
可
稽
考
。

惟
逼
剣
使
用
。
更
無
稽
考
者
。
遁
判
鹿
財
賦
極
多
。
某
在
津
州
。
凡
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脊
吏
輩
案
坐
有
優
軽
慮
・
重
難
慮
。
壷
興
他
擁
換
一
次
。
置
者
移
之

重
慮
。
重
者
移
之
優
慮
。
惟
通
剣
臆
人
吏
不
願
移
換
。
某
目
。
惚
若

不
肯
。
泰
典
郎
断
罷
。
於
是
皆
一
例
措
換
。
蓋
逼
判
鹿
財
賦
多
。
怒

意
侵
漁
。
無
所
稽
考
也
。
倒

校
注

:
1
者
字
無
。

わ
が
宋
朝
の
法
制
で
は
、

で
、
さ
ら
に
逼
判
(
副
知
事
格
)
を
置
い
て
財
政
関
係
の
し
ご
と
を

分
掌
さ
せ
て
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
知
州
の
使
う
財
費
は
、
そ
の
下
に

幕
職
官
が
い
て
み
な
で
管
理
す
る
建
て
ま
え
だ
か
ら
、
ま
だ
し
も
チ

知
州
が
た
の
み
に
な
ら
ぬ
と
い
う
の

占
ッ
ク
で
き
る
け
れ
ど
、
通
知
の
使
い
分
だ
け
は
、
ま
っ
た
く
チ
ム

(
し
か
も
〉
遁
判
の
役
所
に
は
財
費
が

ヅ
ク
す
る
も
の
が
い
な
い
。

た
く
さ
ん
あ
る
。
わ
た
し
は
津
州
に
い
た
と
き
、
脊
吏
の
ポ
ス
ト
と

い
う
も
の
は
、
ら
く
な
と
こ
ろ
と
し
ん
ど
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、

一
ど
全
面
的
に
配
置
換
え
を
や
り
、
ら
く
し
て
い
る
も
の
は
し
ん
ど

い
と
こ
ろ
で
し
ん
ど
い
め
を
し
て
る
も
の
は
ら
く
な
と
こ
ろ
へ
移

りし
た 換
が え
らた
ん 。

の T
だ 三
な ろ
。カ1

わ 〉
れ 週
℃ぞu
は〆
ヒ薪
た主

吏
だ
け
は

ほ
か
へ
移

「
お
ま
え
た
ち
が
も
し

済

圏目
、置
換
え λ

をな
や菟
つ 百醤ミ

セ塵

i t 
はて

逼存
剣る
(J) ぜ
ヨ..".。
ν、 L

所
にす
財る
費と
がみ
多な

も
い
や
な
ら
、

く
、
お
も
い
の
ま
ま
に
使
い
こ
ん
で
も
、

チ
ェ
ッ
ク
の
し
ょ
う
が
な

い
か
ら
だ
。
」
沈
伺

〔
逼
剣
〕
副
知
事
格
の
お
目
付
け
役
。

〔
財
賦
〕
税
金
な
ど
の
財
費
を
い
う
。
賦
税
の
あ
が
り
。

〔
幕
職
官
〕
幕
職
州
鯨
官
と
も
い
う
。
科
拳
合
格
後
、
地
方
官

の
責
務
を
見
習
ら
う
た
め
各
州
臆
に
配
置
さ
れ
て
来
る
属
官
。

〔
稽
考
〕
禽
計
面
に
つ
い
て
監
察
す
る
。
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
。

〔
使
用
〕
名
詞
的
用
法
で
あ
ろ
う
。

〔
逼
剣
臆
〕
遁
剣
は
本
来
お
目
付
役
の
性
格
を
も
つ
の
で
、
州

臆
と
は
別
の
役
所
を
構
え
て
い
る
。

-126ー

〔
集
坐
〕
ポ
ス
ト
。

〔
輿
他
〕
:
:
:
し
て
や
る
。
(
現
代
語
の
「
給
」
〉
な
お
、
下
文

の
「
興
偲
」
は
、
r

皮
肉
な
い
い
方
で
あ
ろ
う
。

〔
擁
換
〕
ふ
り
か
え
る
。
配
置
轄
換
を
い
う
。

〔
断
罷
〕
罷
兎
慮
分
を
い
い
わ
た
す
。

倒
陳
安
卿
問
。
二
十
而
一
。
十
一
。
十
二
。
二
十
而
一
三
。
二
十
而
五
。

如
何
。
先
生
目
。
近
慮
役
重
。
遼
鹿
役
軽
。
且
如
六
郷
。
自
是
家
家

矯
長
。
至
如
稿
、
・
豚
・
都
・
部
。
却
是
七
家
只
出
一
兵
。
黄
直
卿
ベ
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郷
・
途
，用

貢
法
。
都
・
部
用
助
法
。
則
是
都
・
部
却
成
九
一
。
但
鄭

注
二
十
而
一
等
及
九
賦
之
類
。
皆
云
。
是
計
口
出
来
。
如
此
又
近
於

太
重
。
先
生
日
。
便
是
難
暁
。
這
個
今
且
理
曾
得
大
襲
。
若
要
蓋
依
他

行
時
也
難
。
似
而
今
時
節
去
那
封
建
・
井
田
向
臨
時
手
。
淳
録
云
。
因
論

封
建
・
井
回
目
。
大
櫛
是
如
此
。
今
只
看
箇
大
意
。
若
要
行
時
。
須
別
立
法

制
。
使
簡
易
明
白
。

鳥取
於
民
者
。
足
以
供
上
之
用
。
上
不
至
於
乏
。
而
下
不

至
於
苦
。
則
可
失
。
今
世
一
取
封
建
・
井
田
犬
段
還
。
却
如
某
病
後
要
思
量

白
日
上
昇
。
如
何
得
。
今
且
醤
得
無
事
時
。
己
是
揺
了
。
接
某
着
来
。

而
今
只
是
如
江
商
問
。
除
了
那
和
買
丁
銭
重
慮
減
些
子
。
使
一
家
但

納
耳
十
銭
。
只
依
而
今
税
賦
後
。
放
数
寛
着
。
無
大
故
書
官
民
慮
。
淳

録
云
。
如
樟
之
由
甥
鎗
罷
了
。

一如
此
時
便
是
小
太
卒
了

P

前
輩
云
。
本
朝

税
軽
於
什
一
。
此
設
也
只
是
向
時
可
一
怨
地

J

説
。
似
而
今
何
菅
数
倍
。

世
縁
皆
上
面
白
要
許
多
用
庁
。
而
今
回
μ
看
数
師
開
中
省
解
些
月
椿
。
看

州
府
不
衆
打
罵
冊
以
。
某
在
濠
州
。
解
護
銀
子
e

折
了
星
雨
。
後
衆
運

司
護
文
字
下
衆
取
。
被
莱
不
能
管
得
。
剣
一
個
可
。
付
一
笑
字
。
聴

他
門
自
去
理
舎
。

似
震
時
節
。
却
一
要
行
井
因
。
如
何
行
得
。
伊
川
先
生
誓
言
要
必
復

井
田
・
封
建
。
及
晩
年
叉
却
言
不
必
封
建
・
井
田
。
便
也
是
看
破
了
。U

 

淳
録
云
。
見
暢
潜
道
録
。
想
是
他
経
歴
世
故
之
多
。
見
得
事
勢
不
可
行
。
今

且
如
封
建
。
自
柳
子
厚
之
属
。
論
得
来
也
是

fF遇
。
但
也
是
行
不
得
。

淳
録
云
。
柳
子
厚
説
得
世
襲
也
是
。
但
他
只
見
得
後
来
不
好
慮
。
不
見
得
古

人
封
建
底
好
意
。
如
漢
嘗
初
宇
要
封
建
。
後
来
便
露
地
狼
狽
。
若
齢
如

主
父
僅
之
説
。
天
子
使
吏
治
其
園
。
貯
但
納
其
貢
税
。
如
此
便
不
必

封
建
也
得
。
淳
録
云
。
若
論
主
父
偲
後
底
封
建
。
則
皆
是
王
族
貴
麟
之
子
。

不
足
以
君
闘
子
民
。
天
子
使
吏
治
其
関
而
己
。
今
且
一
倣
把
一
百
里
地
封
一

個
親
戚
或
功
臣
。
数
他
去
倣
。
其
初
一
個
未
必
使
不
好
。
但
子
孫
決

不
能
皆
賢
。
若
有
一
個
在
那
裏
無
稽
時
。
山
げ
不
成
敢
行
百
姓
論
寵
了
一

個
園
君
。
若
只
坐
調
他
島
地
害
民
叉
不
得
。
野
裏
如
何
匿
慮
。
淳
録

':':"'127ー

云
。
封
建
以
大
纏
言
一
之
。
却
是
聖
人
公
共
震
民
底
意
思
。
是
矯
正
理
。
以
利

害
計
之
。
第
-
世
所
封
之
功
臣
ペ
猶
倣
得
好
在
。
第
二
世
縫
而
立
者
。
筒
筒

定
是
不
瞬
事
J

則
筈
民
之
事
。
廊
所
不
銭
。
百
姓
被
若
衆
訴
周
君
。
図
而
罷

了
也
不
是
。
不
奥
他
理
曾
亦
不
是
?
未
論
別
慮
如
何
ι

只
這
一
虎
利
少
而
書

多
。
便
自
行
不
得
。
更
是
人
也
自
一
不
肯
去
。
今
且
伽
敬
一
個
銭
塘
豚

尉
。
封
官
作
詩
江
園
王
・
欝
林
園
王
。
淳
録
作
桂
園
之
一
君
。
他
定
是
不

肯
去
。
淳
録
作
他
定
以
荒
僻
不
築
於
行
。
ず
寧
肯
作
鏡
塘
鯨
尉
。
唐
時
理

曾
一
番
。
襲
封
刺
史
。
人
都
不
肯
去
。
淳
録
作
一
時
功
臣
皆
疑
於
在
京
J

而
不
賞
作
。
伊
秦
也
曾
如
此
来
。
人
皆
是
轡
貯
京
師
快
活
伊
。
都
不
肯

去
1
0

却
要
遣
人
押
起
。
淳
録
作
北
刊
竪
封
功
臣
於
数
圏
不
肯
去
。
迫
之
使
去
。
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這
箇
決
是
不
可
行
。
若
是
以
大
概
論
之
。
聖
人
封
建
都
是
正
理
。
但

以
利
害
言
之
。
則
利
少
市
害
多
。
貯
今
如
子
由
古
史
。
論
得
也
式
煩
。

前
後
都
不
相
照
。
淳
録
作
子
由
論
封
建
。
引
謹
叉
都
不
着
。
想
是
子
由
老

後
昏
陸
。
説
得
怨
地
。
某
掌
作
読
解
之
。
得
四
五
段
。
不
信
総
了
。

若
東
波
時
。
便
不
如
此
。
他
毎
毎
雨
龍
羅
説
。
他
若
是
主
這
一
遁
読

時
。
那
一
漣
筈
慮
。
都
菰
着
不
敢
読
破
。
如
子
由
便
是
只
管
読
後
。

説
得
更
無
理
舎
。
因
目
。
蘇
氏
之
島
平
喜
於
縦
怒
掠
蕩
。
東
技
嘗
作
某

州
摩
記
。
言
井
田
・
封
建
皆
非
古
。
但
有
拳
校
向
有
古
意
。
其
間
言

舜
遺
品
矢
。
不
可
及
失
。
但
有
子
産
向
有
稽
他
。
便
是
敢
態
地
説
。
千

古
蔦
古
後
。

hm如
何
知
得
無
一
個
人
似
舜
。
義
剛

校
注
:
此
傑
見
刊
本
谷
八
十
六
ハ
周
雄
〉
。
1
陳
字
無
。

2
都
字
誤
脱
。

3
七
誤
作
亡
。
従
刊
本
改
。

4
糞
字
無
。
5
那
字
無
。
6
燃
作
品
添
e

7
取

嘗
作
去
。

8
却
作
恰
。

9
接
某
看
来
四
字
皆
無
。
叩
江
字
誤
脱
。

u了
誤

作
了
字
。
ロ
子
字
無
。
日
後
字
無
。

U
着
字
無
。
日
此
説
二
字
皆
無
。

m

似
而
二
字
無
。
口
也
字
無
。
国
是
{
子
無
。

mhm字
無
。
加
好
看
敬
三
字
皆

無
。
幻
中
下
有
若
字
。
泣
在
上
有
某
字
。
お
後
来
ニ
字
無
。
却
設
文
字
下

回
字
皆
無
。
泊
先
生
二
字
無
。
お
嘗
作
常
。
幻
今
字
無

o
m嘗
字
無
。
却

使
字
無
。

ω但
字
無
。
川
乱
惚
字
無
。
鎗
怨
地
二
字
無
。
お
那
裏
二
字
作
却
。

お
倣
字
無
。
お
官
字
無
。
お
符
抄
本
刊
本
均
作
符
。
下
注
向
。
叩
副
都
字

無
。
お
後
字
無
。
鈎
都
作
却

1

恐
是
。
日
制
而
今
如
三
字
皆
無
。
H

制
籍
羅
作

牢
能
。
川
幅
一
蕩
誤
作
湯
。
必
似
誤
作
以
。
J

陳
安
卿
(
陳
淳
)
が
た
ず
ね
た
、

十
三
一
、
二
十
ニ
シ
テ
三
、
二
十
ニ
シ
テ
五
』
と
は
、
ど
う
い
う
こ

「
『
二
十
ニ
シ
テ
一
、
十
-
二
、

と
で
し
ょ
う
。
」

先
生
が
い
わ
れ
た
、
「
近
い
と
こ
ろ
は
賦
役
が
重
く
、
遠
い
と
こ

ろ
は
賦
役
が
軽
い
の
だ
。
た
と
え
ば
、
六
郷
の
地
で
は
、
ち
ゃ
ん
と

家
ご
と
に
軍
役
に
出
て
い
る
。
梢
・
鯨
・
都
・
部
の
地
と
な
る
と
、

帥
り
ん

七
家
か
ら
一
人
軍
役
を
出
す
だ
け
だ
か
ら
な
。
」

賀
直
卿
〈
賀
稔
)
が
い
っ
た
、
「
郷
・
迭
に
は
貢
法
を
用
い
、
都
・

都
に
は
助
法
を
用
い
ま
す
。
と
す
れ
ば
都
・
部
の
税
率
は
九
分
の
一

-128ー

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
、
鄭
玄
は
『
二
十
ニ
シ
テ
一
』
な

乙

う

い

だ

ど
や
『
九
賦
』
な
ん
か
に
注
し
て
、
み
な
『
ロ
ヲ
計
リ
テ
泉
ヲ
出
ス

き
も

ナ
リ
』
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
だ
と
ま
た
重
す
ぎ
る
み
た
い
で

す
が
。
」

先
生
が
い
わ
れ
た
、

は
、
い
ま
ま
あ
大
鐙
の
と
こ
ろ
は
分
か
っ
て
る
が
ね
。
も
し
か
れ
の
い

「
分
か
り
か
ね
る
と
い
う
こ
と
だ
よ
。
こ
れ

う
と
お
り
ゃ
ろ
う
と
し
た
っ
て
む
り
だ
。

ゃ
い井
田
(
の
世
〉
か
ら
も
う
ぐ

っ
と
開
き
が
あ
る
か
ら
ね
。

い
ま
ご
ろ
じ
ゃ
あ
の
封
建

陳
淳
の
記
録

l
lそ
こ
で
封
建
制
と
井
団
法
を
問
題
に
心
て
い
わ
れ
た
、

「
だ
い
た
い
の
と
こ
ろ
は
そ
う
だ
。
い
ま
じ
ゃ
お
よ
そ
の
意
味
し
か
わ
か



か
ん
?
も
し
賞
施
す
る
な
ら
、
ぜ
ひ
別
の
制
度
営
新
た
に
つ
く
っ
て
、
簡

易
で
わ
か
り
や
す
く
し
、
民
か
ら
取
る
も
の
は
上
の
用
に
供
す
る
に
足

り
、
上
も
乏
し
い
と
い
う
ほ
ど
で
な
く
、
下
も
苦
し
い
ほ
ど
で
な
い
と
あ

れ
ば
い
い
。
い
ま
の
世
は
封
建
や
井
田
か
ら
、
ず
い
ぶ
ん
距
た
っ
て
い
る

か
ら
ね
。
」

ち
ょ
う
ど
~-わ
た
し
が
病
気
の
時
に
、
や
れ
る
わ
け
も
な
い
の
に
、
白

日
昇
天
の
こ
と
を
考
え
る
み
た
い
な
も
の
で
、
い
ま
い
ち
お
う
治
っ

て
無
事
息
災
に
な
る
と
、
も
う
い
い
っ
て
こ
と
だ
。
わ
た
し
の
見
る

と
こ
ろ
、
い
ま
じ
ゃ
江
漸
地
方
ぐ
ら
い
だ
ろ
う
ね
、
あ
の
和
買
や
身

害

凶

り

ん

丁
鏡
の
重
い
と
こ
ろ
は
少
し
下
げ
て
、
一
家
か
ら
百
・
十
勘
定
の
銭

を
出
さ
せ
る
ぐ
ら
い
に
す
る
と
し
て
、
い
ま
の
賦
税
ど
お
り
に
す
る

な
ら
、
ゆ
る
や
か
に
さ
せ
る
よ
う
な
慮
置
を
と
れ
ば
、
大
し
て
民
を

い
た
め
つ
け
る
と
こ
ろ
が
な
く
な
る
。

陳
淳
の
記
録
|
|
湾
州
の
瞳
銭
な
ん
か
は
療
止
し
た
。

そ
う
な
れ
ば
ち
ょ
っ
と
し
た
太
卒
の
世
と
い
う
こ
と
さ
。

前
の
人
の
話
だ
と
可
わ
が
宋
朝
の
税
は
十
分
の
一
よ
り
軽
い
と
い

う
。
こ
の
話
も
か
つ
て
は
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
の

こ
と
。
こ
の
節
じ
ゃ
敷
倍
、
と
こ
ろ
で
‘な
い
。
や
は
り
上
の
ほ
う
で
い

一
む
か
し

ろ
い
ろ
と
み
ん
な
を
役
だ
て
よ
う
と
す
る
か
ら
だ
。
ま
あ
鯨
に
月
椿

川一

!
銭
を
中
央
迭
り
さ
せ
る
場
合
が
見
も
の
だ
せ
。
ど
う
だ
い
、
州
聴
か

ら
や
っ
て
来
て
打
つ
の
罵
る
の
っ
て
こ
と
は
し
な
い
だ
ろ
。
わ
た
し

と
ま

が
津
州
に
い
た
こ
ろ
、
銀
を
迭
る
の
に
細
か
な
銭
に
雨
替
え
し
た
。

の
ち
に
、
轄
運
司
が
文
書
を
出
し
て
取
り
に
来
た
が
、
わ
た
し
に
は

扱
い
か
ね
る
と
か
ま
し
て
や
り
、
。
可
'
と
い
う
剣
を
書
い
て
、

多
笑
。
の
一
字
を
つ
け
加
え
(
「
可
笑
」
は
ち
ゃ
ん
ち
ゃ
ら
お
か
し
い
意
)
、

や
つ
ら
の
好
き
な
よ
う
に
慮
理
さ
せ
た
。

こ
ん
な
時
世
に
井
団
法
を
や
ろ
う
た
っ
て
、
で
き
る
も
ん
か
。
伊

川
先
生
は
か
つ
て
、
ぜ
ひ
井
団
法
と
封
建
を
復
活
す
る
べ
き
だ
と
い

わ
れ
た
が
、
晩
年
に
は
こ
ん
ど
は
封
建
と
井
団
法
は
必
要
じ
ゃ
な
い

と
い
っ
て
お
ら
れ
る
。
や
は
り
見
抜
か
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
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陳
淳
の
記
鍛

l
l暢
潜
道
(
暢
大
隈
〉
の
記
録
に
み
え
る
。
た
ぶ
ん
か
れ

(
伊
川
)
は
ず
い
ぶ
ん
世
の
中
の
ζ

と
を
経
験
し
て
、
と
て
も
や
れ
る
情

況
で
な
い
と
わ
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

い
ま
た
と
え
ば
封
建
に
つ
い
て
は
、
柳
子
厚
(
柳
容
忍
と
い
っ
た
連

中
に
は
℃
ま
り
、
ず
い
ぶ
ん
や
か
ま
し
く
議
論
さ
れ
て
来
た
が
、
や

っ
ぱ
り
寅
施
で
き
ゃ
し
な
い
。

際
淳
の
詑
録
|
|
柳
子
厚
が
世
の
う
つ
ろ
い
を
の
べ
て
い
る
の
は
や
は
り

そ
の
と
お
り
だ
。
た
だ
、
か
れ
は
後
世
の
ま
ず
い
鮎
だ
け
が
わ
か
っ
て
い

て
、
古
人
の
封
建
剣
の
け
つ
こ
う
な
主
旨
が
わ
か
っ
て
お
ら
ん
。



426 

た
と
え
ば
漢
は
、
そ
の
は
じ
め
に
封
建
制
を
貫
施
し
よ
う
と
し
た
こ

と
が
あ
る
が
、
そ
の
後
は
あ
の
と
お
り
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
さ
。
主
父
僅

の
読
だ
と
、
天
子
が
官
僚
に
園
園
を
治
め
さ
せ
、
た
だ
か
れ
ら
の
貢

税
を
納
め
る
だ
け
だ
。
そ
ん
な
こ
と
な
ら
、
な
に
も
封
建
で
な
く
っ

た
っ
て
い
い
。

際
淳
の
記
録
ー
ー
も
し
も
主
父
僅
以
後
の
封
建
制
を
問
題
に
す
る
な
ら
、

い
ず
れ
も
王
族
と
か
権
力
者
の
む
す
こ
ば
か
り
で
、
と
て
も
。
園
ニ
君
タ

リ
テ
民
ヲ
子
ト
ス
。
る
資
格
は
な
く
、
天
子
が
官
僚
に
園
闘
を
治
め
さ
せ

る
に
す
ぎ
ぬ
。

い
ま
か
り
に
方
百
里
の
地
に
天
子
の
親
戚
と
か
功
臣
と
か
を
封
じ
、

か
れ
に
行
か
せ
て
や
ら
せ
る
と
す
る
。
最
初
の
一
人
は
出
来
の
わ
る

い
人
間
と
限
る
ま
い
が
、
子
孫
は
み
な
が
み
な
り
っ
ぱ
と
い
う
わ
け

に
は
断
じ
て
ゆ
か
ん
。
も
し
誰
か
が
そ
こ
で
ば
か
な
こ
と
を
や
ら
か

ま
さ
か
人
民
に
議
論
し
て
一
園
の
君
主
を
や
め
さ
せ

せ
ば
、
き
み
、

る
と
い
う
わ
け
に
ゆ
く
ま
い
。
も
し
も
や
つ
が
人
民
を
ひ
ど
く
害
め

つ
け
て
る
の
を
坐
覗
で
き
る
か
と
い
え
ば
、
そ
う
も
ゆ
か
ん
。

い
っ
て
〉
ど
う
い
う
慮
置
が
あ
る
も
ん
か
ね
。

陳
淳
の
記
録
l

|
封
建
に
つ
い
て
大
僅
の
と
こ
ろ
を
い
え
ば
、
そ
れ
は
む

し
ろ
聖
人
が
み
な
で
い
っ
し
ょ
に
民
を
治
め
る
と
い
う
意
図
だ
か
ら
、
ま

つ
嘗
な
理
く
つ
な
ん
だ
。
だ
け
ど
利
害
と
い
う
動
か
ら
見
つ
も
る
と
、
初

代
に
封
ぜ
ら
れ
た
功
臣
は
ま
だ
し
も
う
ま
く
や
れ
て
い
る
が
、
二
代
め
を

、
、
、
、
、

縫
い
で
立
っ
た
も
の
は
、
ど
れ
も
こ
れ
も
き
ま
っ
て
わ
か
ら
ず
や
だ
か

ら
、
民
を
い
た
め
つ
け
る
事
な
ら
な
ん
だ
っ
て
や
る
。
人
民
た
ち
に
も
し

君
主
を
訴
え
ら
れ
て
、
そ
こ
で
そ
の
君
主
を
や
め
て
し
ま
う
と
い
う
の
も

ま
ず
い
し
、
う
っ
ち
ゃ
っ
と
い
て
か
ま
っ
て
や
ら
ぬ
と
い
う
の
も
ま
ず

い
。
ほ
か
の
貼
は
ど
う
で
あ
ろ
う
と
、
こ
の
駄
だ
け
で
も
利
が
少
な
く
て

害
が
多
い
か
ら
、
賀
施
で
き
な
い
わ
け
さ
。

そ
の
う
え
、
本
人
だ
っ
て
行
く
の
を
う
ん
と
い
う
ま
い
。

い
ま
か
り

に
銭
塘
鯨
尉
を
し
て
る
も
の
を
、
静
江
園
王
か
欝
林
園
王
陳
淳
の
記

録
で
は
、
桂
園
の
君
に
つ
く
る
。
に
封
じ
て
や
る
と
し
て
も
、
き
っ
と
行

く
の
を
う
ん
と
い
う
ま
い
。

-130ー

陳
淳
の
記
録
1
1
1
か
れ
は
人
気
の
な
い
さ
び
れ
た
と
こ
ろ
だ
か
ら
、
行
き

た
が
ら
ぬ
に
き
ま
っ
て
い
る
。

か
れ
は
む
し
ろ
、
銭
塘
鯨
尉
で
あ
る
ほ
う
に
う
ん
と
い
う
。
唐
の
こ

ろ
に
一
ど
分
別
し
て
、
刺
史
を
封
じ
て
世
襲
制
に
し
た
こ
と
が
あ
る

が
、
誰
も
か
も
行
く
の
を
い
や
が
っ
た
。

と

陳
淳
の
記
録
で
は
ー
ー
そ
の
時
の
功
臣
は
み
な
都
に
い
た
が
っ
て
、
行
く

こ
と
を
承
知
し
な
か
っ
た
。

持
秦
で
も
か
つ
て
そ
れ
を
や
っ
た
が
、
誰
も
が
あ
の
都
の
快
適
さ
に

未
練
が
あ
る
も
ん
だ
か
ら
、
み
な
行
く
の
を
い
や
が
る
の
を
、
む
り

に
命
じ
て
護
迭
さ
せ
よ
う
と
し
た
。



際
淳
の
記
録
中
?
蒋
堅
は
功
臣
を
数
か
薗
に
封
じ
た
が
、
行
く
の
を
き
か

ぬ
も
の
だ
か
ら
、
強
硬
手
段
で
行
か
せ
た
。

こ
れ
は
絶
割
に
寅
施
で
き
な
い
よ
。
ーも
し
犬
鎧
の
と
こ
ろ
を
問
題
に

す
る
な
ら
、
聖
人
の
一
封
建
制
は
ま
っ
と
う
な
道
理
だ
、
が
、
利
害
の
貼

子
由
〈
蘇
轍
)

か
ら
い
え
ば
、
利
は
少
な
く
て
害
が
多
い
。

の
『
古
史
』
な
ん
か
で
も
、
ば
か
に
ご
た
ご
た
論
じ
て
い
る
が
、
前

後
の
事
は
ま
る
で
参
照
し
て
お
ら
ん
。

原
淳
の
記
録
|
子
由
が
封
建
を
論
じ
て
る
の
も
、
そ
の
引
鐙
は
す
か
た

んだ。

お
お
か
た
、
子
由
は
年
と
っ
て
も
う
ろ
く
し
、
あ
ん
な
読
き
か
た
を

し
た
の
だ
ろ
う
。
わ
た
し
は
か
つ
て
こ
の
書
物
を
排
ず
る
設
を
書

き

、

四

、

五

段

は

で

き

た

が

、

東

波
い
ま
、

ま
だ
書
き
切
っ
て
い
な
い
。

ハ
蘇
轍
)
の
場
合
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
か
れ
は
い
つ
も
南
方
を
ひ
っ

く
る
め
て
考
え
て
い
る
。
ハ
だ
け
ど
)
こ
ち
ら
に
重
黙
を
お
い
て
い
う

み
な
隠
し
て
ば
ら
そ
う
と
せ

3

と
き
は
、
あ
ち
ら
の
弊
害
の
黙
は
、

ん
。
子
由
と
来
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
や
み
く
も
に
読
き
ま
く
る
も
ん
だ

か
ら
、

ま
る
で
お
か
ま
い
な
し
に
も
の
い
う
よ

「
蘇
氏
の
皐
聞
は
、
気
ま
ま
放
略
で
で
た

ら
め
好
み
だ
。
東
披
は
か
つ
て
る
る
州
皐
の
記
(
「
南
安
寧
事
記
」
〉
を

つ
レ
で
に
い
わ
れ
た
、

、427

作
り
、
封
建
・
井
田
は
ど
ち
ら
も
古
代
の
制
度
と
違
っ
て
い
る
が
、

曲学校
、だ
け
は
ま
だ
し
も
古
代
の
主
旨
一
が
蔑
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ

こ
で
は
『
舜
は
遠
く
な
り
ぬ
。
及
ぶ
べ
か
ら
ず
』
と
い
っ
て
い
る
。

，

た
だ
、
(
郷
の
〉
子
産
だ
け
は
ま
だ
賞
め
て
あ
る
。
よ
く
も
そ
ん
な

こ
と
が
い
え
る
と
い
う
も
の
だ
。
千
年
高
年
の
後
に
、
舜
の
よ
う
な

人
が
ひ
と
り
も
現
わ
れ
ん
と
ど
う
し
て
わ
か
る
か
ね
己
資
義
剛

封
建
と
井
田
は
儒
家
の
間
で
し
ば
し
ば
論
議
さ
れ
た
。
朱
門
に

あ
っ
て
も
同
様
で
、
語
類
巻
一

O
八
・
論
治
遁
篇
に
も
敷
僚
が

み
え
る
。

-131ー

〔
陳
安
卿
〕
陳
淳
(
一
一
五
三
l
二
二
七
円
安
如
は
そ
の
あ

ぎ
な
。
北
漢
と
競
し
、
津
州
龍
漢
の
出
身
。
本
稿
附
僚
に
み
え

る
よ
う
に
、
朱
煮
の
知
津
州
在
任
中
の
淳
照
元
年
(
一
一
九

O
)

冬
至
に
入
門
、
翌
年
四
月
末
離
任
す
る
ま
で
側
近
に
あ
っ
た
。

朱
門
の
高
弟
で
あ
り
、
語
類
の
記
録
者
の
一
人
で
で
も
あ
る
。

〔
二
十
市
一
云
々
〕
い
ず
れ
も
古
代
の
税
率
。

そ
れ
ぞ
れ
l

亦・

合
・
会
・

s荷
・
告
を
示
す
。

『
周
謹
』
地
官
・
載
師
に
い
う
、

「
園
・
塵
二
十
而
一
。
近
郊
十
一
。
遠
郊
二
十
而
三
。
旬
・
梢
・

豚
・
都
。
皆
無
過
十
ニ
。
唯
漆
林
之
征
。
二
十
而
玉
。
」

〔
近
慮
役
重
。
遠
慮
役
軽
〕
み
ぎ
の
『
周
躍
』
載
師
の
鄭
注
に
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も

「
周
税
軽
近
市
重
遣
。
近
者
多
役
也
」
と
い
う
。
首
都
圏

に
近
い
と
こ
ろ
は
賦
役
が
多
い
の
で
、
税
の
比
率
は
低
く
、
遠

方
は
そ
の
反
劃
に
な
る
。
『
語
類
』
巻
入
十
六
に
い
う
、
「
近
郊

十
一
。
遠
郊
二
十
而
三
。
旬
・
精
・
鯨
・
都
。
皆
無
過
十
二
。

此
卸
是
白
税
。
然
遠
近
軽
重
不
等
者
。
蓋
近
慮
如
六
郷
。
排
門

皆
兵
。
其
役
多
。
故
税
軽
。
遠
慮
如
都
・
部
。
井
法
七
家
而
賦

一
兵
。
其
役
少
。
故
税
重
。
所
謂
十
二
者
是
弁
雑
税
。
皆
無
遁

此
数
也
。
都
・
都
税
亦
只
納
在
采
邑
。
(
陳
淳
録
)
|
|
『
近
郊

ハ
十
，ニ
一
、
遠
郊
ハ
二
十
一
一
シ
テ
三
、
旬
梢
・
豚
・
都
ハ
皆

十
三
一
ヲ
過
ユ
ル
ナ
シ
。
』
こ
れ
は
つ
ま
り
回
税
の
こ
と
だ
。

し
か
し
、
遠
近
で
軽
重
の
遣
い
が
あ
る
の
は
、
六
郷
の
よ
う
な

近
い
と
こ
ろ
は
、
軒
な
み
に
軍
役
に
出
て
い
て
賦
役
が
多
い
か

ら
、
税
は
軽
い
。
都
都
の
よ
う
な
遠
方
の
地
は
、
井
団
法
で

七
家
か
ら
一
人
だ
け
軍
役
を
出
す
。
そ
の
賦
役
が
少
な
い
か
ら

税
は
重
い
の
だ
。
こ
こ
に
い
う
『
十
分
の
二
』
と
は
雑
税
を
合

わ
せ
た
も
の
で
、
み
な
こ
の
卒
を
越
え
る
こ
と
は
な
い
。
都
・

都
の
税
も
采
邑
に
納
め
る
だ
け
だ
。

〔
六
郷
〕
周
制
で
大
司
徒
の
直
轄
行
政
地
域
、
王
畿
の
郊
内
に

あ
り
、
七
五
、

0
0
0家
ハ
一
郷
は
一
二
、
五
O
O家
〉
で
構
成

さ
れ
る
。

〔
精
・
照
・
都
・
都
〕
精
は
玉
城
か
ら
三

O
O皇
、
鯨
は
四

O

O
里
の
地
域
。
都
・
都
に
つ
い
て
は
、
同
じ
『
周
盟
』
の
う
ち

に
あ
っ
て
也
、
王
畿
の
内
・
外
に
あ
る
二
様
の
行
政
匡
域
名
と

す
る
説
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
朱
子
の
場
合
は
、
王
畿
の
最

外
郭
に
在
る
も
の
と
見
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

〔
責
直
卿
〕
直
卿
-d
策
総
へ
一
一
五
二
|
一
一
一
一
一
一
)
の
あ
ざ

な
。
帥
僚
参
照
。

〔
郷
・
遂
用
貢
法
。
都
・
部
用
助
法
〕
貢
法
・
助
法
は
と
も
に

納
税
法
。
前
者
は
各
人
が
政
府
よ
り
授
か
っ
た
団
地
の
牧
穫
よ

-132-

り一

O
分
の
一
を
年
貢
と
し
て
上
納
す
る
制
度
。
後
者
が
い
わ

ゆ
る
井
田
法
に
よ
る
制
度
で
、
九
分
し
た
団
地
の
中
央
の
公
団

を
八
家
で
共
同
耕
作
し
て
、
そ
の
牧
穫
分
を
税
と
し
て
納
め
る

も
の
。
『
孟
子
』
「
夏
后
氏
五
十
而
貢
。
股
人
七
十
而
助
」
(
膿

文
公
上
篇
)
の
集
注
に
い
う
、
「
夏
時
一
夫
授
田
五
十
畝
。
而

毎
夫
計
其
五
畝
之
入
以
篤
貢
。
商
人
始
帰
井
田
之
制
。
以
六
百

三
十
畝
之
地
。
重
篤
九
匡
。
匿
七
十
敵
。
中
帰
公
回
。
其
外
入

家
各
授
一
臣
。
但
借
其
力
以
助
耕
公
因
。
而
不
復
税
其
私
回
。

周
時
-
夫
授
四
百
致
。
掛
・
塗
用
貢
勤
。
十
夫
有
溝
。
和
・
卦



回
伊
助
法
。
だ
家
問
弁
。
」

~〔
都
・
一
部
却
成
九
二
み
ぎ
の
集
注
の
下
文
に
い
う
、

回
以
十
分
之
一
矯
常
敷
9

惟
助
法
乃
是
九
一
。
」

霊

『
周
薩
』
天
官
・
大
宰
「
以

〔
一
鄭
注
云
々
〕
鄭
は
む
ろ
ん
鄭
玄
。

九
賦
鍛
財
賄
云
・
4

」
↓
の
鄭
注
「
賦
、
ロ
率
出
泉
也
」
(
賦
は
人

数
割
で
泉
を
出
す
)
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
朱
子

の
記
憶
は
あ
い
ま
い
で
、
「
二
十
而
一
等
」
は
上
記
の
載
師
の

一
段
を
指
す
(
「
等
」
は
十
一
以
下
二
十
而
五
を
ふ
く
め
て
い

う
)
だ
ろ
少
が
、
;
そ
でこ
の
鄭
注
に
は
類
似
の
こ
と
ば
は
み
え
な

い
。
な
お
、
「
九
賦
之
類
L

と
い
っ
た
の
は
、
大
宰
で
は
「
九

賦
」
の
ほ
か
に
「
九
式
L

「
九
雨
L

ー
な
ど
を
説
く
か

ら
で
あ
る
。

「
九
貫
」

〔
去
(
封
建
・
井
田
)
〕
時
間
的
な
距
離
を
い
う
。
「
か
ら
」

は
へ
だ
た
り
・
差
の
あ
る
こ
と
。

〔
向
鵡
手
〕
一「

臨
時
」
は
現
代
語
の
「
太
」
、
熱
に
も
作
る
。
「
手
」

「
争
差
」
と
も
い
う
(
争
・

差
は
一
撃
の
轄
)

1

た
だ
、
ォ
向
」
の
字
は
い
わ
ゆ
る
「
な
お
」

で
は
理
解
し
が
た
い
。
た
と
え
ば
現
代
文
(
毛
津
東
の
論
文
な

ど
に
頻
見
す
る
〉
で
、
「
街
L

と
同
意
の
ロ
一
語
「
還
」
が
む
し

429 

ろ
「
す
で
に
」
の
ム
品
ア
ン
ス
を
も
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
と
関
係
す
る
か
ど
う
か
。

〔
却
如
〕
刊
本
の
「
恰
如
」
と
同
じ
、
現
代
語
の
「
好
像
、

却
・
恰
は
一
聾
の
韓
、
宋
詞
元
曲
で
も
通
用
さ
れ
る
。

〔
病
後
〕
い
わ
ゆ
る
病
後
で
な
い
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

「
後
」
は
し
ば
し
、
は
「
時
」
と
同
じ
用
法
を
も
っ
。

〔
白
日
上
昇
〕
白
日
昇
天
の
こ
と
ー
(
帥
僚
参
照
)
。
病
気
の
つ
ら

J

き
に
、

a

あ
る
い
は
病
気
で
夢
遊
朕
態
に
あ
る
と
き
、
つ
い
と
ん

で
も
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
い
う
の
か
。
封
建
・
井
田
二
制
が

つ
い
な
ん
で
も
や
れ
そ
う
に
思
う
こ
と
に
喰
え
た
。

〔
己
是
好
了
〕
難
解
の
句
で
あ
り
、
よ
く
わ
か
ら
ぬ
。
も
う

「
白
昇
天
」
な
ど
と
い
う
不
可
能
な
こ
と
を
考
え
な
い
、
健

康
な
精
神
賦
態
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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〔
除
了
〕
ふ
つ
う
は
「
除
了
:
・
:
ハ
以
〉
外
」
と
呼
躍
す
る
、

「
:
:
:
は
い
ち
お
う
:
:
;
と
し
て
」
の
用
法
で
あ
る
。
た
だ
、

こ
の
「
除
了
」
が
ど
こ
ま
で
か
か
る
か
、
語
文
の
と
お
り
で
い

い
の
か
、
少
し
く
不
安
で
あ
る
。

〔
和
買
・
丁
鏡
〕
汁
和
買
」
と
ォ
丁
銭
」
が
並
列
す
る
の
か
「
和

買
の
丁
銭
」
で
あ
る
の
か
、
責
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
「
和
買
」

は
既
出
(
倒
僚
注
参
照
)
た
だ
し
た
て
ま
え
は
官
と
商
人
雨
者
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合
意
で
も
、
貰
際
は
強
制
買
い
あ
げ
に
等
し
い
こ
と
を
附
言
し

て
お
く
〉
。
「
丁
銭
」
は
身
丁
鏡
、
華
南
の
丁
男
に
課
せ
ら
れ
る

人
頭
税
を
い
う
。

(
曾
我
部
静
雄
『
宋
代
財
政
史
』
参
照
。
〉

〔
些
子
〕
現
代
語
の
「
一
貼
」
「
一
些
」
。

〔
百
十
銭
〕
何
百
銭

ぬ
〉
を
い
う
か
。

何
十
銭
と
い
う
程
度
(
千
銭
に
は
至
ら

〔
只
依
而
今
税
賦
後
〕
こ
の
「
後
」
(
刊
本
は
け
ず
る
)
も
時

時
節
(
現
代
語
は
時
候
〉
と
同
じ
く
、
恒
定
法
句
末
の
助
字
と

化
し
て
い
る
。

〔
大
故
〕
大
い
に
。

〔
瞳
銭
〕
瞳
の
取
引
に
お
け
る
税
金
、
丁
口
に
劃
し
て
瞳
を
割

り
つ
け
る
た
て
ま
え
で
取
る
税
。

め
る
が
、

(
現
代
語
の
這
幅
広
・
這
様
〉
を
強

ほ
と
ん
ど
三
音
節
化
し
た
慣
用
語
。
こ
ん
な
に
も
。

〔
可
怨
地
〕
可
は
「
館
地
」

〔
係
〕
不
特
定
の
「
郎
」
、
「
わ
れ
わ
れ
」
と
か
、
「
み
ん
な
」
と

か
誇
し
て
よ
い
。

〔
好
看
数
:
・
・
:
〕
以
下
の
よ
う
に
さ
せ
た
場
合
が
。
見
も
の
。

だ
と
い
う
の
か
。

〔
省
解
〕
中
央
政
府
(
中
毒
省
)
に
、
選
る
。
〉吏
堕
語
。

〔
月
椿
〕
月
椿
銭
。
南
宋
の
税
目
の
一
。
本
来
、
一
時
的
な
措

置
と
し
て
軍
費
に
充
て
る
た
め
、
毎
月
の
上
供
銭

b

程
制
銭
な

ど
か
ら
融
通
し
て
わ
り
嘗
て
た
の
が
、
経
常
的
な
税
賦
と
化
し
、

悪
税
の
評
を
あ
び
た
も
の
(
曾
我
部
静
雄
『
宋
代
財
政
史
』

四
九
ペ
ー
ジ
参
照
〉
。

〔
解
護
〕
護
送
す
る
。

「
解
」
は
護
迭
す
る
こ
と
。

「
折
」
は
異
質
の
二
物
を
等
債
計
算
で
代
替
す

る
こ
と
。
こ
こ
は
「
銀
子
」
(
銀
)
を
銭
に
換
算
す
る
こ
と
か
。

〔
折
了
星
雨
〕

「
星
雨
」
は
重
さ
の
小
さ
な
皐
位
、

四
星
(
星
は
は
か
り
の
小
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さ
な
目
も
り
・
ほ
し
ゾ
が
一
雨
、
十
六
雨
が
一
斤
。

〔
運
司
〕
轄
蓮
司
。

〔
伊
川
先
生
嘗
言
云
々
〕

る
次
の
二
僚
を
指
す
。

『
程
子
遺
書
』
巻
二
十
二
上
に
み
え

用
休
問
。
井
田
今
可
行
否
。
目
。
宣
有
古
可
行
而
今
不
可
行

者
。
或
謂
。
今
人
多
地
少
。
不
然
。
饗
諸
草
木
。
山
上
著
得
許

多
。
便
生
許
多
。
天
地
生
物
常
相
稿
。
宣
有
人
多
地
少
之
理
。

|
|
用
休
(
謝
天
申
〉
が
た
ず
ね
た
、
「
井
団
法
は
い
ま
賓
施
で

き
ま
す
か
。
」
「
む
か
し
ゃ
れ
て
今
や
れ
ぬ
も
の
が
あ
ろ
う
か
。

あ
る
人
、が
『
い
ま
は
人
が
多
く
て
土
地
が
少
な
い
」

と
い
う



が
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
草
木
に
喰
え
て
み
よ
う
。
山
上
に
た
く

さ
ん
種
え
つ
け
れ
ば
、
種
え
た
だ
け
生
え
る
。
天
地
が
物
を
生

む
場
合
、
い
つ
も
バ
ラ

ン
ス
が
と
れ
て
い
る
の
だ
。
人
が
多
く

て
土
地
が
少
な
い
な
ん
て
理
屈
、
が
あ
る
も
の
か
ね
。
L

嘉
仲
間
。
封
建
可
行
否
σ

目
。
封
建
之
法
。
本
出
於
不
得
己
申

柳
子
厚
有
論
。
亦
窺
測
得
分
散
。
秦
法
因
不
善
。
亦
有
不
可
費

者
。
罷
侯
置
守
是
也
。

-
L嘉
仲
(
李
昆
ぎ
が
た
ず
ね
た
、

「
封
建
制
は
や
れ
ま
す
か
。
」
「
封
建
の
制
度
は
、
も
と
も
と
や

む
に
や
ま
れ
ぬ
事
情
か
ら
う
ま
れ
た
の
だ
。
柳
子
厚
(
宗
元
)

に
議
論
、
が
あ
り
、
一
可
能
性
の
見
嘗
は
つ
い
て
い
る
。
秦
の
や
り

方
は
む
ろ
ん
ま
ず
く
、
や
は
り
饗
え
ち
ゃ
い
け
な
い
と
こ
ろ
が

や

あ
っ
た
。
侯
を
罷
め
て
守
を
置
い
た
の
が
そ
れ
だ
。
」

〔
及
晩
年
叉
却
言
云
々
〕
『
程
子
遺
書
』
巻
二
十
五
に
い
う
、

「
必
弁
因
。
必
封
建
。
必
肉
刑
。
非
聖
人
之
道
也
。
善
治
者
放

井
田
而
行
之
而
民
不
病
。
放
封
建
市
使
之
市
民
不
労
。
放
肉
刑

而
用
之
一
而
民
不
怨
。
故
善
曲
学
者
得
聖
人
之
意
。
而
不
取
其
逃
也
。
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謹
也
者
。
聖
人
因
其
一
時
之
利
而
制
之
也
。
|
|
井
田
法
と
か

封
建
制
と
か
肉
鐙
刑
と
か
を
必
要
主
す
る
の
は
、
聖
人
の
道
で

は
な
い
。
政
治
力
の
あ
る
も
の
は
、
井
団
法
で
し
ば
ら
ず
に
や

っ
て
も
、
民
は
苦
に
し
な
い
し
、
封
建
制
で
し
ば
ら
ず
に
民
を

使
っ
て
も
民
は
疲
れ
ぬ
し
、
肉
腫
刑
で
し
ば
ら
、
ず
に
民
を
用
い

て
も
民
は
怨
み
に
お
も
わ
ん
。
だ
が
ら
、
し
っ
か
り
皐
閉
し
た

も
の
は
、
聖
人
の
意
園
を
つ
か
む
が
、
聖
人
の
賓
績
〈
具
鎧
的

責
行
法
)
に
こ
だ
わ
ら
な
い
。
賓
績
と
い
う
も
の
は
、
聖
人

が
一
時
の
利
便
の
た
め
に
使
っ
た
も
の
だ
か
ら
だ
よ
ほ
ぽ
同

じ
内
容
の
護
言
が
、
『
粋
一
言
』
巻
一
・
論
政
篇
に
も
み
え
る
。

〔
暢
清
道
〕
程
伊
川
の
門
人
、
暢
大
憾
。
『
宋
元
皐
案
一
』
巻
三

十
に
み
え
る
。
み
ぎ
の
後
者
の
例
を
含
む
『
程
子
遺
書
』
巻
二

十
五
は
、
す
べ
て
か
れ
の
記
録
し
た
部
分
で
あ
る
。

〔
柳
子
厚
之
属
云
'々
〕
柳
宗
元
の
『
唐
柳
先
生
集
』
径
三
に
「
封

建
論
L

を
牧
め
る
。

〔
狼
狽
〕
支
離
糠
裂
な
こ
と
、
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
ハ
俗
語
V
o

〔
主
父
僅
〕
漢
の
武
帝
朝
の
中
大
夫
、
山
東
省
出
身
。
r

推
恩
の

名
を
借
り
て
諸
侯
王
の
子
弟
ぜ
ん
ぶ
に
封
地
を
分
割
さ
せ
て
、
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諸
侯
の
弱
睦
化
を
は
か
っ
た
こ
と
を
指
す
e

四
本
俸
に
い
う
|
|
信
設
土
目
。

「
古
者
諸
侯
地
不
過
百
里
。

彊
弱
之
形
易
制
。
今
諸
侯
或
連
城
数
十
e

地
方
千
里
。
緩
則
騎

書
官
魚
淫
飽
。
急
則
阻
其
彊
而
合
従
以
逆
京
師
。
今
以
法
割
倒
。

『
漢
書
』
巻
六
十



則
逆
節
萌
起
。
前
日
朝
錯
是
也
。
今
諸
侯
子
弟
或
十
数
。
市
遁

嗣
代
立
。
徐
難
問
{
目
肉
。
無
尺
地
之
封
。
則
仁
孝
之
這
不
宣
。
願

陛
下
令
諸
侯
得
推
恩
分
子
弟
。
以
地
侯
之
。
彼
人
人
喜
得
所
願
。

上
以
徳
施
。
質
分
其
園
。
必
梢
自
錯
弱
失
。
」
於
是
上
従
其
計
。
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『
史
記
』
巻
三
段
本
紀
に
い
う
、
「
湯
征
諸
侯
。

葺
伯
不
組
。
湯
始
伐
之
。
湯
田
。
『
予
有
言
。
人
調
水
見
形
。

『
明
哉
。
言
能
聴
。
遁
乃
準
。
君
園

〔
君
園
子
民
〕

調
民
知
治
不
』
伊
予
目
。

子
民
。
篤
善
者
皆
一
在
王
官
。
勉
哉
。
勉
哉
。
」

〔
且
倣
〕
こ
の
文
章
に
二
ど
み
え
る
。
。
か
り
に
:
:
:
と
す
れ

4

4

0

 

〔
不
成
〕
ま
さ
か
:
:
:
も
な
る
ま
い
(
既
出
、
現
代
語
の
「
難

道・・・・・・不成
L

)

。

〔
猶
倣
得
好
在
〕

し
ば
し
ば
「
還
」

「
在
」
は
文
言
の
助
字
「
鷲
」
に
嘗
た
る
。

』 ・1

倣
得
好
L噌

は白
う
ま
く
や
れ
る ，
( ま
て、だ
し、、
る、
V し

「
山
門
」

「
猶
」
を
伴
な
い
、

て
い
る
e

の
意
。

〔
百
姓
被
若
来
訴
園
君
〕

る
(
だ
か
ら
刊
本
で
は
削
る
〉
が
、
誤
用
と
は
い
え
ま
い
。
も

っ
と
も
「
若
」
が
「
苦
」
の
誤
り
と
み
ら
れ
ぬ
こ
と
も
な
い
。

〔
不
興
他
理
舎
〕
「
他
」
は
百
姓
を
き
す
。
こ
こ
の
「
理
曾
L

「
被
」
字
の
用
法
は
や
や
異
常
で
あ

は
現
代
語
の

4

か
ま
い
つ
け
る
。
意。

〔
更
是
〕
そ
の
う
え
。
「
粂
是
」
に
同
じ
。

〔
銭
塘
豚
尉
〕
銭
塘
は
首
都
臨
安
府
ハ
杭
州
)
直
下
の
豚
。
尉

は
鯨
の
警
察
署
長
。

〔
静
江
園
〕
贋
西
省
桂
林
を
中
心
と
す
る
静
江
軍
を
、
か
り
に

封
園
と
み
な
し
た
~
も
の
。

〔
欝
林
園
〕
お
な
じ
く
贋
西
省
欝
林
を
中
心
と
す
る
郡
を
さ

す
e

と
も
に
さ
い
は
て
の
僻
地
で
あ
る
。

〔
桂
園
〕
桂
州
す
な
わ
ち
宋
の
静
江
軍
を
封
園
と
み
な
し
た
呼

稿。
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〔
唐
時
理
舎
一
番
云
ユ
唐
・
貞
観
十
一
年
(
六
三
七
〉
六
月
十

五
日
、
太
宗
は
長
孫
無
忌
・
房
玄
齢
・
杜
如
晦
以
下
あ
わ
せ
て

十
四
人
の
功
臣
を
、
そ
れ
ぞ
れ
刺
史
と
し
て
園
公
・
郡
王
に
封

じ
た
が
、
そ
の
後
長
孫
無
忌
ら
を
は
じ
め
一
同
不
服
を
と
な
え

て
一
悶
着
が
お
き
、
結
局
、
子
志
寧
の
献
言
に
よ
り
、
取
り
止

め
と
な

っ
た
。
そ
の
経
緯
は
『
唐
禽
要
』
巻
四
十
七
「
封
建
雑

録
」
下
に
詳
し
い
。
い
ま
、
後
半
の
一部
分
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

其
後
無
忌
勝
之
園
。
情
皆
係
態
。
不
願
是
行
。
辞
不
獲
菟
。

謬
出
怨
言
。
以
激
上
怒
云
。
臣
披
荊
線
。
以
事
陛
下
。
今
海
内



寧
↓
。
乃
令
世
牧
外
州
。
復
興
蓮
徒
何
異
。
因
上
表
園
譲
。
太

宗
目
。
割
地
ば
封
功
臣
。
古
今
之
遁
義
也
。
意
欲
公
之
枝
葉
。

翼
朕
子
孫
。
長
潟
藩
翰
j

，
停
之
永
久
。
情
在
此
耳
。
而
公
等
薄

山
河
之
誓
。
護
言
怨
輩
。
候
亦
安
可
強
公
以
土
字
邪
。
太
子
左

庶
子
子
志
寧
。
以
今
古
事
殊
。
恐
非
久
安
之
遁
。
上
疏
争
之
。

寛
従
志
寧
議
。
二
十
日
。
勅
玉
等
封
加
開
園
之
稿
。

な
お
、
「
理
曾
」
は
慮
置
す
る
・
分
別
す
る
意
。

〔
溢
哀
れ
〕
吋
泌
さ
は
願
う
。
現
代
語
も
「
祭
得
」
と
い
う
。

〔
梓
秦
也
曾
如
此
来
〕
晋
の
太
元
五
年
(
三
八

O
)
七
月
、
符

ー

竪
が
そ
の
覇
業
を
助
け
た
民
族
を
、
遠
く
河
南
・
山
東
地
方
に

分
散
さ
せ
て
、
持
氏
一
一
族
に
統
率
さ
せ
た
こ
と
を
指
す
(
『
資

治
遁
鑑
』
巻
一

O
四
)
。
た
だ
し
、
正
族
の
壮
丁
が
父
兄
と
の

離
別
を
哀
し
ん
だ
事
責
は
み
え
る
が
、
持
氏
一
一
族
の
拒
否
や
強

制
涯
遁
の
こ
と
は
な
広
に
も
と
づ
く
か
不
明
。

〔
押
起
〕
護
、
迭
す
る
。
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〔
子
由
古
史
〕
子
由
は
蘇
轍
の
あ
ぎ
な
。
『
古
史
』
六
十
巻
は

伏
義
か
ら
秦
の
始
皇
帝
に
至
る
歴
史
、
現
存
。

〔
子
由
論
封
建
〕
蘇
轍
の
『
築
城
集
』
に
は
封
建
を
論
じ
た
専

論
が
見
あ
た
ら
な
い
。
あ
る
い
は
『
古
史
」

t

の
ど
こ
か
に
議
論

さ
れ
て
い
る
か
、
待
孜
。

〔
都
不
着
〕
「
着
:
:
:
」
は
遁
確
に
あ
た
る
意
。

〔
昏
舷
〕
頭
昏
眼
肱
川
も
う
ろ
く
す
る
。

門
某
嘗
作
読
排
之
〕
『
朱
文
公
文
集
L

巷
七
十
二
に
「
古
史
徐

論
」
を
牧
む
。
序
論
と
本
紀
に
関
す
る
論
文
七
僚
が
あ
る
。

〔
若
東
披
時
〕

定
の
句
法
。

〔
龍
羅
〕
包
括
す
る
、
と
り
こ
む
。
刊
本
の
「
牢
寵
」
と
同
意

「
若
:
:
:
時
」
は
、
た
び
た
び
前
に
ふ
れ
た
傾

の
俗
語
(
ど
ち
ら
も
整
盤
語
V

で
あ
ろ
う
が
、
み
な
れ
ぬ
と
と

ば
で
あ
る
。

同
蘇
民
之
拳
〕
蘇
氏
兄
弟
な
い
し
蘇
氏
父
子
の
事
聞
に
劃
す
る

-137-

朱
子
の
風
あ
た
り
は
強
く
、
か
れ
の
著
作
や
語
類
の
随
躍
に
散

見
す
る
。

〔
縦
怒
疎
蕩
〕
気
ま
ま
放
時
で
だ
ら
し
な
レ
こ
と
。

〔
某
州
拳
記
〕
「
南
安
寧
皐
記
L

を
さ
す
〈
『
東
波
文
集
事
略
』

巷
五
十
二
枚
)
。
そ
の
冒
頭
に
い
う
、
『
古
之
魚
園
者
四
。
井
田

也
。
肉
刑
也
。
封
建
也
?
拳
校
也
。
今
亡
失
。
濁
暴
校
僅
存

耳。」〔
其
間
言
舜
遺
失
云
身
〕

み
ぎ
の
末
尾
ち
か
く
に
い
う
、
一
、
姉
夫
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皐
王
者
事
也
。
故
首
以
舜
之
島
e

政
告
之
。
然
舜
遠
長
。
不
可
以

庶
幾
。
」

〔
子
産
〕
春
秋
・
鄭
園
の
宰
相
。
「
南
安
軍
皐
記
L

に
は
か
れ

の
逸
話
を
引
い
て
い
う
、
「
鄭
人
滋
郷
校
以
議
執
政
。
或
謂
子

産
設
郷
校
何
如
。
子
産
自
。
不
可
。
善
者
吾
行
之
。
不
義
国
者
吾

改
之
。
是
吾
師
也
。
孔
子
聞
之
。
謂
子
産
仁
。
」
前
注
の
引
用

に
つ
づ
い
て
「
有
賢
太
守
。
猶
可
以
矯
鄭
子
産
也
」
と
い
い
、

南
安
太
守
の
曹
登
を
鄭
の
子
産
に
擬
し
て
、
た
た
え
て
し
る
。

倒
敬
之
問
。
淳
用
事
類
。
本
朝
累
聖
剛
定
刑
書
。
不
知
向
有
未
是
慮

否
。
目
。
正
縁
是
酬
改
太
多
。
途
失
嘗
初
立
法
之
意
。
如
父
母
在
堂
。

不
許
分
具
。
此
法
意
極
好
。
到
後
来
固
有
人
。
親
在
私
自
分
析
用
壷

了
。
到
親
亡
。
却
操
法
負
頼
。
途
著
令
許
私
分
。
又
某
往
在
臨
津
。

盟
憲
迭
一
項
公
事
。
有
人
情
願
不
分
。
入
皆
以
錆
美
。
乃
是
有
寡
婦

捜
孤
子
。
後
来
以
計
嬢
其
捜
。
市
叉
以
己
子
添
立
。
併
其
産
業
。
後

委
郷
丞
看
験
。
逐
項
剖
析
子
細
。
乃
知
其
情
。
賀
孫

敬
之
(
責
績
予
)
が
『
淳
照
(

W

際
法
〉
事
類
』
に
つ
い
て
た
ず
ね
た
。

「
わ
が
宋
朝
で
は
歴
代
の
天
子
が
刑
書
を
制
定
さ
れ
て
お
り
ま
す

が
、
ま
だ
ま
ず
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
J

ハ
先
生
が
)
い
わ
れ
た
、
「
そ
れ
そ
の
改
訂
が
あ
ま
り
多
い
か
ら
、

は
じ
め
の
立
法
の
主
旨
が
失
わ
れ
て
い
る
の
だ
。
た
と
え
ば
、

文

母
堂
ニ
在
レ
パ
、
分
異
ヲ
許
サ
ズ
。
(
父
母
の
在
世
中
は
財
産
分
け
を
し

て
は
な
ら
ぬ
)
と
い
う
の
な
ん
か
、
法
の
主
旨
は
至
極
け

つ
こ
う
な
ん

だ
。
後
に
な
っ
て
誰
か
が
、
親
の
在
世
中
に
か
つ
て
に
財
産
分
け
を

し
て
使
い
果
た
し
て
お
き
な
が
ら
、
親
が
死
ぬ
と
法
を
根
擦
に
い
ん

ち
き
を
や
っ
た
結
果
、
法
文
に
掲
げ
て
か
つ
て
に
分
け
る
こ
と
が
許

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
わ
た
し
が
か
つ
て
濠
州
に
い
た
こ

ろ
、
豊
提
黙
刑
獄
か
ら
迭
下
さ
れ
て
来
た
事
件
に
、
あ
る
男
が
財
産

分
け
し
な
く
て
も
不
服
は
な
い
と
い
う
の
で
、
み
な
か
ら
り

っ
ぱ
な
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(
賞
は
〉
死
ん
だ
兄
貴
に
妻
と

む
す
こ
が
お
り
、
そ
の
後
や
つ
は
た
く
ら
ん
で
兄
嫁
を
よ
そ
へ
嫁
が

せ
、
し
か
も
わ
が
子
に
そ
の
後
を
嗣
が
せ
て
、
財
産
を
あ
わ
せ
て
し

人
だ
と
感
心
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、

ま
っ
た
。
あ
と
で
鯨
丞
の
鄭
君
に
罪
歩
調
査
を
委
任
し
た
と
こ
ろ
、

し
ら
み
つ
ぶ
し
に
調
べ
あ
げ
て
く
れ
て
、
は
じ
め
て
事
情
が
わ
か
っ

た
。
」
葉
賀
孫

〔
敬
之
〕
黄
頼
子
の
あ
ざ
な
。
『
窪
田
類
』
巻
ー一二

0
・
訓
門
人

に
み
え
る
が
、
出
身
履
歴
な
ど
す
べ
て
未
詳
。
徐
寓
(
-
一
九



O
年
以
後
む
訟
録
者
)
・
葉
賀
孫
ハ
一
一
九
↓
年
以
後
の
記
録
者
)

お
よ
び
潜
時
拳
v

林
格
二
鄭
南
升
(
一
一
九
三
年
の
記
録
者
)

な
ど
の
記
録
に
み
え
る
。
『
宋
元
皐
案
』
『
同
補
遺
』
に
も
牧
'

め
て
い
な
い
。

〔
淳
照
事
類
〕
淳
照
四
年
(
一
一
七
七
)
七
月
に
頒
布
さ
れ
た

法
典
。
現
存
せ
ず

P

『
宋
史
』
刑
法
志
・
一
に
い
う
、
「
帝
復
以

其
書
散
漫
。
用
法
迄
際
。
官
不
蝦
-偏
開
。
吏
因
得
以
容
姦
。
令

穀
令
所
分
門
編
類
帰
一
一
番
。
名
目
淳
照
篠
法
事
類
。
前
此
法
令

之
所
未
有
也
。
四
年
七
月
頒
之
。
」
な
お
、

一累
代
天
子
の
法
令

頒
布
の
鰹
緯
も
み
、
ぎ
の
上
文
に
詳
説
さ
れ
て
い
る
。

法
文
で
あ
ろ
う
。
父
母
の
在
世
中
は
財
産

〔
父
母
在
堂
云
々
〕

分
け
は
許
さ
ぬ
。

〔
私
自
〕
か
つ
て
に
、
こ

っ
そ
り
と
。
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〔
分
析
〕
(
財
産
を
)
分
け
る
@
以
『
名
公
書
判
清
明
集
』
似
伊

婚
門
に
も
「
分
析
」
と
い
う
-
項
が
あ
る
。

〔
負
頼
〕
だ
ま
し
う
ち
を
食
ら
わ
す
、
裏
切
る
、
た
ば
か
る
。

認
頼
に
同
じ
。

〔
臨
淳
〕
濠
州
の
別
稿
(
産
水
に
沿
う
都
市
の
意
〉
。

〔
豊
憲
〕
憲
は
憲
司
一
、
す
な
わ
ち
提
黙
刑
獄
。
~
一
路
の
検
察
臆

長
官
に
あ
た
る
。
塗
は
姓
、
た
だ
し
こ
の
人
物
は
未
詳
。

〔
情
願
}
そ
の
鹿
置
に
甘
ん
ず
る
意
の
吏
煉
語
。

解
』
に
「
納
得
づ
く
な
り
」
と
い
う
。

〔
産
業
〕
財
産
、
現
代
語
も
同
じ
。

〔
鄭
丞
〕
丞
は
牒
丞
、
懸
の
次
官
。

『
明
律
圏
字

← 139-

〔
看
験
〕
犯
罪
事
件
に
つ
い
て
原
因
・
詮
操
な
ど
を
調
査
す

る
。
看
詳
・
検
験
。


